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が
抱
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る
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問
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の
教
育
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に
お
け
る
実
際
の
教
育
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領
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内
容
に

関
す
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第
三
回
質
問
主
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書
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我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
教
育
現
場
に
お
け
る
実
際
の
教
育
内
容
と
学
習
指
導
要
領
の
内
容
に

関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

本
年
五
月
十
八
日
と
同
月
十
九
日
、
二
〇
一
二
年
度
よ
り
全
面
実
施
さ
れ
る
中
学
校
社
会
科
の
新
学
習
指
導
要
領
の
解
説
書

（
以
下
、
「
解
説
書
」
と
い
う
。
）
に
、
韓
国
と
の
間
で
領
有
権
を
争
っ
て
い
る
竹
島
問
題
に
つ
い
て
、
「
竹
島
は
日
本
の
領

土
で
あ
る
」
旨
を
明
記
す
る
方
針
を
文
部
科
学
省
が
決
め
た
と
す
る
報
道
（
以
下
、
「
報
道
」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
て
い

る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
七
四
号
）
等
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
報
道
」
に
あ
る
内
容
は
事
実
か
。

二

文
科
省
は
、
新
学
習
指
導
要
領
に
は
北
方
領
土
問
題
の
み
が
明
記
さ
れ
、
竹
島
問
題
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
本
年
三
月
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
一
二
号
）
で
、

「
改
訂
案
で
は
、
…
『
我
が
国
の
領
域
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
着
目
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
』
と
さ
れ
て
お
り
、
北
方
領
土

問
題
は
例
示
さ
れ
、
竹
島
問
題
は
例
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
中
学
校
の
社
会
科
の
学
習

に
お
い
て
生
徒
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
『
我
が
国
の
領
域
を
め
ぐ
る
問
題
』
に
含
ま
れ
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
両
者
に
違
い
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
、
竹
島
問
題
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
く
て
も
特
段
の
問
題
は
な
い
旨

一



の
答
弁
を
し
て
い
る
が
、
「
報
道
」
が
事
実
な
ら
ば
、
今
回
文
科
省
が
「
解
説
書
」
の
改
訂
（
以
下
、
「
改
訂
」
と
い

う
。
）
を
行
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
の
内
容
と
齟
齬
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
か
。

三

当
方
は
三
月
の
時
点
か
ら
新
学
習
指
導
要
領
に
、
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
と
し
て
、
北
方
領
土
問
題
だ
け
で
は
な

く
、
竹
島
問
題
も
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
が
、
今
回
文
科
省
は
な
ぜ
「
改
訂
」
を
決
め
た
の
か
、
そ
の
理
由

を
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
改
訂
」
は
文
科
省
は
じ
め
ど
の
省
庁
の
ど
の
部
局
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
も
の
か
。

五

「
改
訂
」
を
決
め
た
決
裁
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

六

「
改
訂
」
に
外
務
省
は
ど
の
様
に
関
与
し
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

七

「
改
訂
」
に
関
し
て
、
そ
の
検
討
の
段
階
で
渡
海
紀
三
朗
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
て
十
分
な
報
告
は
な
さ
れ
た
か
。

八

渡
海
文
科
大
臣
は
「
改
訂
」
の
中
身
を
十
分
把
握
し
て
い
る
か
。

九

「
改
訂
」
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
韓
国
側
か
ら
何
ら
か
の
照
会
は
な
さ
れ
て
い
る
か
。

十

「
改
訂
」
に
よ
り
、
日
韓
関
係
は
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
る
か
。
政
府
の
認
識
如
何
。

十
一

「
改
訂
」
は
遅
き
に
失
し
た
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

二



右
質
問
す
る
。

三


